
「
主
師
親
三
徳
」
に
関
し
て

田

俊

浄

仏
教
に
お
け
る
究
極
の
目
的
で
あ
る
成
仏
を
考
え
る
時
、
成
仏
す
る
主
体
は
、
こ
の
肉
体
を
も
っ
た
凡
夫
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ

る
ま
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
凡
夫
で
あ
る
自
己
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
仏
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
安
ら
ぎ
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
日
蓮
聖
人

（以
下
、
聖
人
と
略
称
）
の
宗
教
に
お
い
て
は
、
凡
夫
が
あ
り
の
ま
ま
に
成
仏
で
き
る
と
は
考

え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
凡
夫
で
あ
る
我
々
は
妙
法
五
字
に
よ
っ
て
成
仏
の
道
を
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
現
実
に
生
き
て
い
る
凡
夫
、
あ
る
い
は
現
実
の
世
界
は
ど
の
よ
う
な
世
界
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
中
古
天
台
の
よ
う
に
、
凡
夫
は
当
体
の
ま
ま
仏
で
あ
り
、
ま
た
現
実
世
界
―
森
羅
三
千
は

一
大
円
仏
の
世
界
で
あ
り
、
そ

の
ま
ま
永
遠
の
相
を
も
っ
て
い
る
と
断
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
宗
教
的
実
践
修
行
と
い
う
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
聖
人
の
場
合
、
末
代
凡
夫
は

「失
心
の
機
」
で
あ
り
、
仏
種
を
忘
失
し
た

「機
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

法
華
経
と
い
う

「
明
鏡
」
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
ら
た
め
て
凡
夫
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
ま

た
成
仏
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
と
き
、
凡
夫
の
目
指
す
宗
教
的
絶
対
者
、
あ
る
い
は
凡

は

じ

め

に
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「主
師
親
三
徳
」
に
関
し
て

夫
に
安
心
へ
の
道
を
示
さ
れ
る
教
主
と
は
ど
の
よ
う
な
仏
陀
で
あ
る
の
か
が
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
小
稿
に
お
い
て
は
聖
人
の
釈
尊
観
の
一
端
と
し
て
の
主
師
親
三
徳
義
に
着
日
し
、
少
し
く
考
え
て
み
た
い
。

一

末
法
衆
生
救
済
の
導
師
た
る
教
主
釈
尊
の
実
感
的
表
現
は
、
『観
心
本
尊
抄
』
の

不
レ識
二

念
三
千
一者
　
仏
起
二大
慈
悲
一五
字

内

裏
二此
珠
入
ア
　
　
懸
二末
代
幼
稚

頸
一　
　
　
　
　
　
　
　
（七
二
〇
頁
）

に
鮮
明
で
あ
る
。
こ
の
慈
悲
深
い
釈
尊
が
此
土
有
縁
の
仏
陀
で
あ
り
、
娑
婆
国
土
の
主
で
あ
る
こ
と
が
、
聖
人
の
釈
尊
観
を
形
成
す
る

一
要
因
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
遺
文
中
に
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ
る
主
師
親
三
徳
と
い
う
語
に
少
し
く
注
目

し
て
み
た
い
。

こ
の
主
師
親
三
徳
と
は
、
教
主
釈
尊
の
超
勝
性
の

一
つ
で
あ
る
と
認
識
で
き
る
。
『開
目
抄
』
の
冒
頭
に
は
、

夫

一
切
衆
生
の
尊
敬
す
べ
き
者
三

あ
り
。
所
謂
主

・
師

・
親
こ
れ
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（五
二
五
頁
）

と
、
そ
の
倫
理
的
観
念
が
示
さ
れ
て
い
る
。

佐
前
に
お
い
て
は
、
「南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
に
、

法
華
経
の
第
ニ
ニ云
ク〈

「此
三
界
ハ皆

是
我
有
ナリ其

中
ノ衆

生
ハ悉
夕是

吾
子
ナリ而
モ△

「此
処
ハ多
一諸
ノ患

難
一。
唯
我

一
人
ノミ

能
ク

為
一
救

護
一。
雖
二復
教
詔
一
而

不
二信
受
一等
一√
０
此
文
の
心
は
釈
迦
如
来
は
我
等
衆
生
に
は
親
也
、
師
也
、
主
也
。
我
等
衆
生
の
た
め

に
は
阿
弥
陀
仏

・
薬
師
仏
等
は
主
に
て
は
ま
し
ま
せ
ど
も
、
親
と
師
と
に
は
ま
し
ま
さ
ず
。
ひ
と
り
三
徳
を
か
ね
て
恩
ふ
か
き
仏

は
釈
迦

一
仏
に
か
ぎ
り
た
て
ま
つ
る
。
親
も
親
に
こ
そ
よ
れ
、
釈
尊
ほ
ど
の
親
。
師
も
師
に
こ
そ
よ
れ
、
主
も
主
に
こ
そ
よ
れ
、
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釈
尊
ほ
ど
の
師
主
は
あ
り
が
た
く
こ
そ
は
べ
れ
。
こ
の
親
と
師
と
主
と
の
仰
を
そ
む
か
ん
も
の
、
天
神
地
祇
に
す
て
ら
れ
た
て
ま

つ
ら
ざ
ら
ん
や
。
不
孝
第

一
の
者
也
。
故
に
雖
復
教
詔
而
不
信
受
等
と
説
か
れ
た
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
〓
一〇
～

一
頁
）

と
述
べ
ら
れ
、
「法
門
可
被
申
様
之
事
』
に
も
同
様
に
法
華
経
善
喩
品
の
文
を
出
し
て
、

四
十
余
年
の
経
々
を
す
て
ず
し
て
法
華
経
に
並

て
行
ぜ
ん
人
々
は
主
師
親
の
二
人
の
を
ほ
せ
を
用

ぎ
る
人
々
な
り
。
教
と
申

は
師
親
の
を
し
え
、
詔
と
申

は
主
上
の
詔
救
な
る
べ
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
四
五
頁
）

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
讐
喩
品
を
依
拠
と
し
た
と
こ
ろ
の
表
現
は
、
佐
後
に
至
っ
て
も
同
様
で
あ
り
、
『下
山
御
消
息
』
で
は
、

法
華
経
の
第
二

巻
に
主
と
親
と
師
と
の
三
　
大
事
を
説
き
給
へ
り
。　
一
経
の
肝
心
ぞ
か
し
。　
　
　
　
　
　
　
２

〓
一四
〇
頁
）

と
て
、
主
師
親
三
徳
義
が

一
経
の
肝
心
で
あ
る
と
ま
で
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
文
意
は

『
一
谷
入
道
御
書
』
『
頼
基
陳
状
』

『
弥
二
郎
殿
御
返
事
』
等
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
と
く
に

『
八
宗
違
目
抄
』
に
お
い
て
馨
喩
品
の
文
を
三
徳
に
配
し
、
天
「此
三
界
皆
是

我
有
」
に
は
主

ｏ
国
王

・
世
尊
、
「其
中
衆
生
悉
是
吾
子
」
に
は
親

・
父
、
「而
今
此
虎
多
諸
患
難
唯
我

一
人
」
に
は
導
師
と
明
記
さ
れ
、

つ
い
で
、

［
一
¨
¨
¨
¨
¨
一
¨
一
¨
一一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（五
二
エハ
頁
）

と
、
仏
の
三
身
と
二
徳
を
相
対
し
て
、
図
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
聖
人
独
自
の
仏
身
義
解
釈
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
教
主
釈
尊
を
具
体
的
に
表
現
さ
れ
る
と
き
、
主
師
親
三
徳
を
も
っ
て
そ
の
超
勝
性
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
三
身
円
満
具

足
の
仏
と
認
識
し
て
、
そ
の
三
身
を
三
徳
に
配
釈
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「主
師
親
三
徳
」
に
関
し
て
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「主
師
親
三
徳
」
に
関
し
て

二

聖
人
遺
文
中
、
「
図
録
」
に
主
師
親
の
語

の
見
え
る
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
図
録

番
号
二
〇

『
一
代
五
時
鶏
図
」
と
図
録
番
号

三
二

『
一
代
五
時
鶏
図
』
の
二
書
で
あ
る
。

い
ま
、
そ
の
二
書
中
、
主
師
親
三
徳
に
つ

い
て
図
化
さ
れ
て
い
る
部
分
を
と
り
あ
げ
て

み
る
と
、
下
図
の
如
く
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』

で
は
、
こ
の
書
の
系
年
を
建
治
元
年

（
一
二

七
五
）
と
し
て
い
る
が
、
『
日
蓮
大
聖
人
御

真
蹟
対
照
録
』
で
は
、
文
永
九
年

（
一
二
七

一
し
、
あ
る
い
は
文
永
十
年

（
一
二
七
三
）

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞

典
』
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
の
主
師
親
三

徳
、
お
よ
び
各
宗
の
本
尊
論

（仏
陀
論
）
の

検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
『
開

逆  一       逆
占 催         一一¬
六 八 之  外       外
親 親 佛  典       道

天 人 国 法 世 天 主
王 王 王 王 尊 尊 上

違
ノ`

ｏ
二
〇

『
一
代
五
時
鶏
図
』

章
安
釈
　
涅
槃
疏
云

作  師         師         虐

重√#百
~髯

: 話
⊥
瑞

回 子 旦

身 轟 ふ ]卓 』巧F蔦∴覇万

=l望 恥 成 喜  沙 模 毘 武 王   飯 子 釈 六 梵 天

塁            

偏
羅

蚕
等 帝 皇 王

望
天 天 天

ム
三                       毘 魔
八                       紐 醸
S                      天 修
九                               羅
頁                               天
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目
抄
」
と
の
関
わ
り
を
深
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

統
弾な

お
、
こ
の
書
の
系
年
に
つ
い
て
は
、
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖

人
遺
文
』
で
は
建
治
二
年

（
一
二
七
六
）
と
し
て
い
る
が
、

『
日
蓮
大
聖
人
御
真
蹟
対
照
録
』
に
こ
の
書
は
未
収
録
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
書
に
つ
い
て

『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
で
は
、

「
比
較
的
簡
要
な
図
で
あ
る
が
、
主
師
親
三
徳
の
図
示
が
な
さ

れ
て
お
り
、
「
一〇
』
の
略
本
と
も
い
う
べ
き
観
が
あ
る
」
と

解
説
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
両
書
に
は
、
主
師
親
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
細
か

な
図
示
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
は
両
書
に
共
通
の
引
用
の

み
ら
れ
る

『涅
槃
経
疏
』
に
つ
い
て
、
少
し
く
考
察
し
て
み
た

い
。

「主
師
親
三
徳
」
に
関
し
て

ｏ
一
一二

『
一
代
五
時
鶏
図
』

―
主

違
八
虐

四
天
大
王

輪

　

王

諸

小

王
　
　
　
　
　
　
「
凡
師

占

「

柚
三
聖
等
―
―
世
間
師

―
親

父

藉
占
鱚
憲無

親
無
家
亡
家
亡
国

涅
槃
経
云

一
礎
之
佛
作
主
師
親

第
九
阿
弥
陀

大
通
智
勝
佛
―
―
十
六
王
子
上

‐ ‐
第
十
六
釈
迦

「
法
華
経
第

一
此
丘
掲
文
也

不
成
佛

若
有
聞
法
者
無

一

（
二
二
五
八
～
九
頁
）

千
中
無

一
天
子
―
一
「
大
梵
天
王

天
尊
　
一工
一　
第
六
天
魔
王

世
尊
Ｌ

一　
釈
帝
桓
因
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「主
師
親
三
徳
」
に
関
し
て

三

『浬
槃
経
疏
』
は
具
さ
に
は

『大
般
涅
槃
経
疏
」
と
い
い
、
中
国
天
台
宗
二
祖
、
章
安
灌
頂
の
撰
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

巻
数
に
つ
い
て
は
、
『浬
槃
経
玄
義
』
下
巻
に
、

其
玄
義

一
巻
釈
文
十
二
巻
用
紙
七
百
張
。

と
あ
る
よ
う
に
、
は
じ
め
十
二
巻
で
あ
っ
た
が
、
後
に
妙
楽
湛
然
の
治
定
に
よ
っ
て
、
三
二
巻
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
著
作
年
時
に
つ
い
て
も

『湿
槃
経
玄
義
』
下
巻
に
、

以
大
業
十
年
十
月
十
日
慮
干
天
台
之
南
。
管
窺
智
者
義
意
輛
為
解
釈
。
運
丁
隋
末
寇
盗
縦
横
。
海
開
山
喧
無
虎
紙
筆
。
―
中
略
１

萱
染
筆
已
来
凡
歴
五
載
。
何
年
不
遭
軍
火
。
何
月
不
見
干
才
。

と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
兵
火
の
中
に
あ

っ
て
、
大
業
十
年
よ
り
五
ケ
年
の
長
日
月
を
費
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
疏
は
、
『大
般
浬
槃
経
』

南
本
三
六
巻
の
註
釈
書
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
天
台
智
顕
の
法
華
経
観
に
基
礎
の
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
聖
人
は
、
コ

代
五
時
鶏
図
』
二
書
に
共
通
し
て
、
『
涅
槃
経
疏
』
の
、

一
腱
之
佛
作
二
主
師
親
・

の
文
を
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
を
根
拠
と
し
て
、
釈
尊
を
三
徳
有
縁
の
仏
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
の
な
い

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
『
涅
槃
経
疏
」
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
主
師
親
三
徳
義
と
は
、
ど
の
よ
う
な
説
示
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
関
説
箇
所

を
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
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ま
ず
、
『
涅
槃
経
』
序
品
第

一
の
、

今
日
如
来
応
供
正
遍
知
。

を
釈
し
て
、

ェノ、
二今

日
ノ下
。
書
之
歎
告
ナ
リ
０
又
為
Ｆ
一卜先
二歎
シ後

ｒ
ロク
。
歎
ス
ル

だ
Ｔ
ｒ
ホ仰
寸

生
回ク
ル
ハ令

二
悲
恋
寸

初
ノ歎
二又

二
。
初
二

雙
テ

歎
一

両
徳
∵

次
二雙
テ

結
車
両
徳
∵

初
二先
二歎

一
内
徳
マ

次
二歎

一
外
徳
∵

初
ノ

文
者
。
内
徳
無
量
ナ
ル
Ｊ

但
夕

歎
ニス

ル
三
号
一
者
欲
【
レ
び
リ

明
コ
ン

〓
卜

一事
マ

初
二歎

車
ル
ハ如

来
マ

允
二同

一
諸
佛
一生
車
其
ノ尊

仰
∵

是
レ為

「
世
父
一。
応
供
卜者
。
是
レ上

福
田
ラ

能
ク

生
一一善
業
マ

是
レ為
り

世
主
一。
正
遍
知
卜者
。
能
ク

破
ン
疑
滞
一生
一
其
ノ智

解
マ

是
レ為

「世
師

一。
故
二下

文

．́一ム
ク
。
我
等
従
］
ハ今

無
″
主
無
″
親
無
¨

所

一
一宗

仰

一
ル

桑

Ｏ

と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
の
内
徳
は
無
量
で
あ
る
が
、
如
来
の
十
号
中
、
た
だ
三
号
の
み
を
歎
ず
る
の
は
、
三
事
を
明
か
す
た
め

で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
三
事
と
は
、
次
の
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
如
来
を
歎
ず
る
の
は
、
そ
の
尊
仰
を
生
ず
る
た
め
で
あ
っ
て
世
の
父

で
あ
る
。
応
供
と
は
、
上
福
田
に
し
て
よ
く
善
業
を
生
ず
る
の
で
世
の
主
で
あ
る
。
ま
た
、
正
遍
知
と
は
疑
滞
を
破
し
て
智
解
を
生
ず

る
の
で
世
の
師
で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
、

如
来
―
―
―
父

応
供
―
―
―
主

正
遍
知
１
１
師

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
仏
の
十
号
中
の
三
号
に
、
仏
の
内
徳
と
し
て
の
主
師
親
三
徳
義
が
対
応
し
て
い
る
ど
す
る
。

同
じ
く
序
品
第

一
の
、

復
作
二
是
言
一。
世
間
虚
空
世
間
虚
空
。
我
等
従
人
「無
レ有
二救
護
一。
無
レ所
一一宗
仰
一貧
窮
孤
露
。　
一
旦
遠
二離
無
上
世
尊
一。
設
有
二

「主
師
親
三
徳
」
に
関
し
て
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「主
師
親
三
徳
」
に
関
し
て

疑
惑
一当
二復
問
τ
誰
。

の
文
を
釈
し
、

四
二又

作
是
言
ノ下
。
釈
【苦
フ。

夫
レ慈

悲
覆
【世
ヲＯ

苦
ム者
ハ抜

之̈
フ。

貧
シキ者
ハ楽
¨
マｒ

之
フ。

今
慈
悲
雙
ヒ去
り倶
一嬰

ニル貧
卜

苦
Ｔ

雙
ヒ唱

ニヘ虚
空
「無
″救
無
″護
無

ト̈
ハ所

一一宗
仰
一ルＯ
此
レ釈

二無
レ主
苦
マ

貧
窮
孤
露
ラ

一
旦
二遠

二離
スト
ハ無

上
世
尊
一無
レ親
苦
∵

設
シ

有
ニ
ニ疑

惑
一当
一復

間
二誰
一
釈
二無
レ師
苦
一

と
あ
ら
わ
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
苦
を
釈
す
の
で
あ
る
が
、
仏
の
慈
悲
が
世
を
覆
い
、
苦
し
む
者
は
こ
の
慈
悲
に
よ
っ
て
苦
を
抜
き
、
貧
し
い

者
は
こ
の
慈
悲
を
楽
し
ま
し
む
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
慈
悲
が
去
る
と
貧
と
苦
に
ま
と
わ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
救
な
く
護

な
く
宗
仰
す
る
所
な
し
」
と
は
、
主
の
い
な
い
苦
を
釈
し
、
「貧
窮
孤
露
に
し
て
、　
一
旦
に
無
上
世
尊
を
遠
離
す
」
と
は
、
親
の
い
な

い
苦
を
釈
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
設
し
疑
惑
あ
ら
ん
に
当
に
復
た
誰
に
か
問
ふ
べ
き
」
と
は
、
師
の
い
な
い
苦
を
釈
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
。
よ
っ
て
、
仏
は
主
師
親
の
三
義
を
も
っ
て
衆
生
を
利
益
せ
じ
め
る
も
の
と
の
理
解
が
う
か
が
わ
れ
る
。

次
に
、
純
陀
品
第
二
の
扶
釈
を
み
て
み
た
い
。
は
じ
め
に
、

世
尊
。
我
等
従
人
「無
レ主
無
レ親
無
レ救
無
レ護
無
レ帰
無
レ趣
貧
窮
飢
困
。

の
文
に
つ
い
て
、

世
尊
ョリ去
テ

正
請
有
［
三
。
法
讐
合
ナ
リ法

説
フ為

Ｆ
一卜
。　
一
員

所
失
ノ故
二請
シ。

一
一
ハ所

求
ノ故
二請
ス。

所
失
フ為
【
両
卜
。
初
ス

明
一
所

失
マ

次
二釈
ス所

失
二
。フ　
初
二所

失
卜者

。
失
一
於
三
宝
マ

無
¨
ハ主

是
レ失

【
佛
ヲ
。
無
嗜
ハ親

是
レ

失
」
法
フ
。
無
嗜
ハ救

是
レ失

レス
僧
フ
。
無

護
ョリ去
テ釈

一
所
失
∵

若
無
¨
ン
ハ主

忠
モ無

”
所
護
一。
若
シ無

¨
ン
ハ親

孝
モ無

”
所
帰
一。
若
シ無

″
ン
ハ師

学
モ無

一
所
趣
一。
既
二不

三
為
声
主
ノ

護
一。
又
無
一
ハ主
ノ可

レ
護
っ則
チ

無

栄̈
無

禄̈
是
ノ故

ξ
九
貧
卜
。
既
二無

ン
親
ノ可
¨
帰
一。
又
親
去
テ

不
¨
ハ帰

則
チ

無
¨
生
無
¨
蔭
是
ノ

故
ニ
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言
Ｆ
窮

。
無
師
‐可
レ趣
一又
師
不
レ
示
レ趣

則

無
レ訓
無
レ成
是

故
．一一房
困

。
釈
ニ
ノ所

失
一意
顕

ナ
。
リ

と
釈
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う

「主
な
き
」
と
は
仏
を
失
な
い
、
「親
な
き
」
は
法
を
失
な
い
、
「救
な
き
」
は
僧
を
失
な
う
と
い
う
解
釈

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
仏

・
法

・
僧
は
す
な
わ
ち
三
宝
で
あ
る
。

こ
の
三
宝
に
つ
い
て
は
次
下
に
、

所
二
以
然
一ル者
。　
一
切
衆
生
同

一
仏
性
ラ

其
味
真
正
ナリ

一
饉
三
宝
等
シクｙ無

”差
別
一。
而
レド
モ為

ニニ煩
悩
）之
所
一
覆
蔽
一
輪
二
廻
シエハ

道
ニ

受
二種
種

身
一。
界
隔
差
別

其
味
混
雑

或

酢そ
或

蹴
或

誦
或

苦
。
無
レ主
無
レ
親
亡
レ家

亡
レ国

一
催
三
宝
隠

テ而
不
レ顕

。

と
あ
る
。　
一
切
衆
生
に
は
同

一
の
仏
性
が
あ
り
、　
一
体
の
三
宝
は
等
し
く
差
別
が
無
い
の
で
あ
る
が
、
煩
悩
の
た
め
に
そ
れ
が
隠
れ
、

六
道
に
輪
廻
す
る
と
い
う
。
よ
つ
た
三
徳
義
中
、
主

（仏
）
と
親

（法
）
が
な
け
れ
ば
家
が
亡
び
国
が
亡
ぶ
と
す
る
。

ま
た
、
三
徳
義
を
解
釈
す
る
に
お
い
て
、
三
因
仏
性
を
対
応
さ
せ
て
い
る
興
味
深
い
説
示
が
あ
る
。

我
今
為
レ汝

除
二断
　
貧
窮
一。
是

許
三其

作
レ主

顕
二
縁
因
性
一。
無
上
法
雨

許
三
為

作
レ師

顕
二
於
了
性
一。
雨
二汝

身
田
一

〈λ
生
一法
芽
↓許
一為
二作
］親
卜顕

摯
フ於

正
性
マ

此
ハ是
レ別
ソ

許
一
三
因
仏
性
マ

従
「
ハ何

以
故
一純
陀
ノ施

食
有
「テ
ニ
ノ果

報
無
差
ナリ。

云
何
ヵ無

差
ナラ
ン若
シ許

二′、作
”主
「即
チ

是
レ親

師
。
若
シ許

二′、親
師
↓即
チ是
レ許

【主
フ。

是
ノ

〓
一如
ゅ
一
等
ノ等
ク
ノ

無
一
差
別
Ъ

若
シ

顕
ニノ、縁

因
↓即
チ顕

摯
了
正
マ

了
正
若
シ顕
ルレ
ハ即
チ顕
摯縁
因
マ

是
′

〓
一性
ノ顕
ルル
７

等
シクソ無

”差
別
一。
此
ハ是
レ通
ソ

許
一
三
因
性
↓也
。
惑
者

云
ク此
レ未

”
明
一仏
性
↓云
何
ノ此
二解
ンＯ

答
フ経
二明

車仏
性
↓是
レ其
ノ正

宗
ノ初
ナリ
０
若
シ不

レ′、開
ヵ後

何
ノ所
”踊
ス
。ル　
良
二以
チ初
二請

ゴ

饉
之
仏
〓作
・主
親
師
一。　
一
催

之
親
施
二其

二常
命
色
力
一。　
一
艘

之
主
施
二其

二常
安
一。　
一
腱

之
師
施
二其

二常
辮
一。
令
二
其

身
内
ノ

・
饉
ノ

〓
一宝
ヲソ

三
仏
性
フ顕

一自
他
内
外
等
シクノ無

”差
震
”　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（傍
点
引
用
者
）

こ
の
文
に
よ
れ
ば
、
主
に
は
縁
因
仏
性
、
師
に
は
了
因
仏
性
親
に
は
正
因
仏
性
と
あ
て
て
い
る
。
よ
っ
て
、
主
師
親
の
三
徳
義
は

一
如

で
あ
る
か
ら
、
三
因
仏
性
も
等
し
く
し
て
差
別
は
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、　
一
体
の
親
は
常
命
色
力

（常
の
命

ｏ
色

ｏ
力
）
を
施
し
、

「主
師
親
三
徳
」
に
関
し
て
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「主
師
親
三
徳
」
に
関
し
て

一
体
の
主
は
常
安

（常
の
安
心
）
を
施
し
、　
一
体
の
師
は
常
弁

（常
の
説
法
）
を
施
し
て
、　
一
体
の
三
宝
を
し
て
仏
性
を
顕
わ
れ
し
む

と
い
ｏつ
。

こ
の
三
宝
と
二
因
仏
性
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
後
に
、

施
二
常

命
色
力
一是

許
レ為
¨
フ親

レ顕
二其

正
性
一。
施
二
其

二常
安
一是

許
”
為
¨
ヲ主

顕
二
其

縁
性

Ъ

施
ニノ、其

二常

弁
一
是

許
り

為
¨
ヲ師

顕
二其

了
性
一。

と
示
さ
れ
る
。
こ
れ
を
図
化
す
れ
ば
、

親
―
常
命
色
カ
ー
正
因
仏
性

主
―
常
　
　
安
―
縁
因
仏
性

師
―
常
　
　
弁
―
了
因
仏
性

と
表
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は

『
八
宗
違
目
抄
』
の

［̈̈
中̈̈̈一̈一̈一一　　（五二エハ頁）

と
の
図
と
の
連
関
性
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
図
の
前
に
は

『法
華
文
句
』
十
の
文
を
引
用
し
、

正
因
仏
性
ハ雌

崚
ノ通

二
互
ス本
艶
下

と
あ
る
。

つ
ま
り
、
主
師
親
三
徳
と
法
報
応
三
身
と
二
因
仏
性
と
の
対
応
を
考
え
る
時
、
正
因
仏
性
の
み
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
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親
―
法
身
如
来
―
正
因
仏
性

と
の
、
連
関
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
『浬
槃
経
疏
』
に
関
し
て
も
う

一
つ
留
意
す
べ
き
点
は
、
長
寿
品
釈
の
文
で
あ
る
。

こ
れ
は

『涅
槃
経
』
長
寿
品
第
四
の
、

怨
ナ
０り

無
″ソ慈
詐
ハリ親
ム
ハ是
レ彼

人
ヵ

怨
。
能
ク

糾
治
セ
ン者
ハ是
レ護

法
ノ声

聞
真
ノ我

弟

若
善
比
丘
見
二壊
法
者
Ъ

置
不
二
駈
遣
呵
責
挙
虎
一。
当
レ知
是
人
仏
法
中
怨
。
若
能
駈
遣
呵
責
挙
虎
。
是
我
弟
子
真
声
聞
也
。

を
扶
釈
し
て
次
の
様
に
い
う
。

不
レ治
二毀
禁
一壊
二乱
　

仏
法
一仏
法

中

子

り。
為
レ彼

除
レ
悪

即

是

彼

施
ナリ

つ
ま
り
、
仏
法
を
乱
す
者
は
仏
法
中
の
怨
敵
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
者
を
み
な
が
ら
、
そ
の
罪
を
責
め
ず
に
詐

っ
て
親
し
む
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
彼
の
為
に
は
無
慈
悲
極
ま
る
怨
敵
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
誤
り
を
責
め
、
悪
心
を
除
い
て
や
る
な
ら
ば
、
こ
れ

こ
そ
本
当
に
彼
の
人
に
と
っ
て
親
切
の
者
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
長
寿
品
釈
を
依
用
さ
れ
て
い
る
代
表
的
遺
文
と
し
て
、
左
の
遺
文
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ｏ
『開
目
抄
』

涅
槃
経
．云
　
若
善
比
丘
見
二壊

法̈

者
一置

不
ニニハ呵
責

駈
遣

挙
処
一当
レ知

是

人

仏
法

中

紳
ナリ
Ｏ
若
能
駈
遣

呵
責

挙

処
セ
ハ是

我
弟
子
真
ノ声

聞
也
等
一√
０
壊
二乱
スル
ハ仏

法
一仏
法
ノ中
ノ怨
ナ
リＯ

無
″
シチ慈

詐
ハリ親
ム
ハ是

彼
ヵ怨
ナリＯ

能
糾
治
セ
ン者
ハ是

護
法
ノ

声
聞
真
ノ我

弟
子
ナリ
Ｏ
為

彼̈
ヵ

除
¨
ハ悪
フ即

是
彼
ヵ親
す
。
能
呵
責
スル者
ハ是

我
弟
子
。
不
ニニ駈
遣
一者
ハ仏

法
ノ中
ノ怨
ナリ等

一ｆ
Ｏ

夫
法
華
経
の
宝
塔
品
を
拝
見
す
る
に
、
釈
迦

ｏ
多
宝

・
十
方
分
身
の
諸
仏
の
来
集
は
な
に
心
ぞ
、
令
法
久
住
故
来
至
此
等
一√
０

１
１
中
略
―
―
日
本
の
禅
と
念
仏
者
と
を
み
て
せ
い
せ
ざ
る
者
は
か
の
ご
と
し
。
無
慈
詐
親
是
彼
怨
等
．√
。
日
蓮
は
日
本
国
の
諸

「主
師
親
三
徳
」
に
関
し
て

―
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「主
師
親
三
徳
」に
関
し
て

人
に
し
た
し

（親
）
父
母
也
。　
一
切

天
台
宗
の
人
は
彼
等
が
大
怨
敵
な
り
。
為
彼
除
悪
即
是
彼
親
等
一√
０
　

（六
〇
七
～
八
頁
）

ｏ

『真
言
諸
宗
違
目
』

涅
槃
経

云
若
善
比
丘
見
二懐
レ法

者
一置

不
二
呵
噴

駈
遣

挙
処
一。
当
レ
知

是

人

仏
法

中

怨
　
等
．√
。
灌
頂
章
安
大
師

云
ク壊

二乱
スレ
ハ仏

法
↓仏
法
′中
ノ怨
ナリ。

無
慈
詐
親
スル
ハ即

是
彼
ヵ

怨
ナリ０

為

彼̈
ヵ除
″
ハ悪
フ即

是
彼
ヵ親
ナリ等

一√
０
法
然
ヵ

捨
閉
閣
拠

禅
家
等

教
外
別
伝
若
不
レ叶
二仏
意
一者
日
蓮
為
二
日
本
国

人
一賢
父
也

・
聖
親
也
。
導
師
也
。
不
レ
言
レ之

為
一Ｌ
切
衆
生
一無
慈

詐
親
即
是
彼
怨

重
禍
難
レ脱

。
日
蓮
既
．為
・一日
本
国

王
臣
等
一者
当
二
為
彼
除
悪
即
是
彼
親
一。
此
国
既

一犯
三
二
逆
罪
一天
豊

．

不
レ
罰
レ之

乎
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（六
三
八
～
九
頁
）

ｏ

『撰
時
抄
』

此
事

一
定
な
ら
ば
、
闘
評
堅
固
の
時
、
日
本
国
の
王
臣
と
並
に
万
民
等
が
、
仏
の
御
使
と
し
て
南
無
妙
法
蓮
華
教
と
流
布
せ
ん
と

す
る
と
、
或
は
罵
詈
し
、
或
′悪

口
し
、
或
′流

罪
し
、
或
は
打
郷
し
、
弟
子
春
属
等
を
種
々
の
難
に
あ
わ
す
る
人
々
い
か
で
か
安

穏
に
て
は
候
べ
き
。
こ
れ
を
ば
愚
凝
の
者
は
児
誼
す
と
を
も
い
ぬ
べ
し
。
法
華
経
を
ひ
ろ
む
る
者
は
日
本
の

一
切
衆
生
の
父
母
な

り
。
章
安
大
師
云
ク　

為

彼̈
ヵ

除
″
ハ悪
フ即

是
彼
ヵ親
ナリ等

一√
０
さ
れ
ば
日
蓮
は
当
帝
の
父
母
、
念
仏
者

・
禅
衆

ｏ
真
言
師
等
が
師

ル　　　　　ミ　　　　　　　　　　　　モ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ

範
な
り
、
又
主
君
な
り
。
而

を
上

一
人
よ
り
下

万
民
に
い
た
る
ま
で
あ
だ
を
な
す
を
ば
日
月
い
か
で
か
彼
等
が
頂
を
照
し
給

べ
き
。
地
神
い
か
で
か
彼
等
の
足
を
載

給

べ
き
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

０

一
七
～
八
頁
）

ｏ

『下
山
御
消
息
』

白
讃
に
は
似

れ
ど
も
本
文
に
任

て
申

。
余
は
日
本
国
の
人
々
に
は
上
は
天
子
よ
り
下
は
万
民
に
い
た
る
ま
で
三
の
故
あ
り
。

一
に
は
父
母
也
、
二
に
は
師
匠
也
、
三
に
は
主
君
の
御
使
也
。
経
二云
ク即

如
来
ノ使
ナリ
Ｏ卜　
又
云
ク

眼
目
也
卜。

又
云
ク

日
月
也
卜。

章

安
大
師
ノ云
ク為

彼̈
ヵ

除

悪̈
フ則

是
彼
ヵ

親
ナリ等

一√
Ｏ
而
ル
ニ謗

法
位
置
閲
提
ノ国

敵
の
法
師
原
が
譲
言
を
用
ヒ

て
、
其
義
を
不
レ弁
へ
、
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左
右
な
く
大
事
た
る
政
道
を
曲

ら
る
る
は
、
わ
ざ
と
わ
ざ
は
ひ
を
ま
ね
か
る
ゝ
欺
。
無
レ墓
々
々
。　
　
　
　
　
２

〓
百
三

頁
）

こ
れ
ら
諸
遺
文
に
お
け
る
と
こ
ろ
の
長
寿
品
釈
が
聖
人
に
お
け
る
主
師
親
の
内
面
化
へ
の
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
た
と
み
る
こ
と
も

可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
禅

・
念
仏
等
、
他
宗
批
判
が
長
寿
品
釈
に
か
な
う
、
つ
ま
り
、
だ
ま
っ
て
見
す
ご
す
こ

と
は
罪
と
な
る
と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
、
聖
入
自
身
の
三
徳
へ
と
内
面
化
の
充
実
が
は
か
ら
れ
る
端
緒
と
な
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

と
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
遺
文
を
表
面
的
に
捉
え
た
だ
け
に
す
ぎ
ず
、
内
奥
の
面
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
こ
と

が
理
解
で
き
初
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
主
師
親
三
徳
義
の
淵
源
で
あ
る

『湿
槃
経
疏
』
に
つ
い
て
、
非
才
浅
学
を
か
え
り
み
ず
、
少
し
く
述
べ

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
し
か
し
、
外
郭
的
な
面
に
終
始
し
、
聖
人
の
内
面
に
お
け
る
主
師
親
三
徳
に
ふ
れ
え
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で

あ
り
、
三
徳
の
教

ｏ
法

・
人
と
い
う
面
か
ら
、
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。

「主
師
親
三
徳
」
に
関
し
て
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「主
師
親
三
徳
」
に
関
し
て

註

文
中
引
用
の
日
蓮
聖
人
遺
文
は
、
す
べ
て

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
」
に
拠
り
、
括
弧
内
の
数
字
は
、
そ
の
頁
数
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

（
１
）

浅
井
円
道
稿

「
宗
祖
に
お
け
る
造
語
の
妙
と
そ
の
意
味
」
３
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
五
号
所
収
）
に
お
い
て
は
、
主
師
親
三
徳
の
名
目
の

成
立
は
資
料
的
見
地
か
ら
、
『南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
に
初
出
と
し
、
文
永
元
年
の
成
立
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
涅
槃
経
』
お
よ
び

『
疏
』

に
よ
っ
て
釈
尊
は
主
師
親
三
徳
具
足
の
仏
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
に
至
り
、
そ
れ
を
書
喩
品
の
偶
文
乃
至
寿
量
品
の
儡
文
に
配
当
さ
れ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
２
）

『
定
遺
』
九
九
二
頁

（
３
）

『
定
遺
』

一
二
五
七
頁

（
４
）

『
定
遺
』

一
三
六
六
頁

（
５
）

『
定
遺
』
五
二
五
頁

（
６
）

『定
遺
』
二
三
三
二
頁
脚
註

（
７
）

上
巻
六
二
七
頁
脚
註

（
８
）

五
六
頁
Ｃ

（
９
）

『
定
遺
』
二
二
五
五
頁
脚
註

（
１０
）

五
六
頁
Ｃ

（
Ｈ
）
　

『
渥
槃
経
疏
』
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
論
文
等
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
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坂
本
広
博
稿

「浬
槃
経
疏
成
立
に
関
す
る

一
視
点
」
「
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
十
九
巻
第
二
号
所
収
）

ｏ
鈴
木
祐
孝
稿

「
天
台
に
お
け
る
涅

槃
教
研
究
」
（多
田
厚
隆
先
生
頌
寿
記
念
論
文
集

『
天
台
教
学
の
研
究
』
所
収
）

ｏ
小
松
邦
彰
稿

「
日
蓮
聖
人
引
用
経
論
の
研
究
０
」
翁
大
崎

学
報
』
第

一
二
九
号
所
収
）

・
久
住
謙
是
稿

「宗
祖
の
折
伏
実
践
に
お
け
る
涅
槃
教
依
用
の

一
考
察
」
「
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
創
刊
号
所

収
）

（
‐２
）

『
正
蔵
』
第
二
八
巻

一
五
頁
ａ

（
‐３
）

『
正
蔵
』
第
二
八
巻

一
四
頁
ｃ
～

一
五
頁
ａ

（
‐４
）

『
正
蔵
』
第
二
八
巻
五
五
頁
ｃ

（
‐５
）

『
正
蔵
』
第

一
二
巻
六
〇
五
頁
ａ

（
‐６
）

『正
蔵
』
第
二
八
巻
四
五
頁
ｃ

（
‐７
）

『
正
蔵
』
第

一
二
巻
六
〇
五
頁
ａ
～
ｂ

（
‐８
）

『
正
蔵
』
第
二
八
巻
四
六
頁
ｂ

（
‐９
）

『
正
蔵
』
第

一
二
巻
六

一
一
頁
ｂ

（
２０
）

『
正
蔵
』
第
二
八
巻
五
四
頁
ｃ
～
五
五
頁
ａ

（
２‐
）

『
正
蔵
』
第
二
八
巻
五
五
頁
ａ
～
ｂ

（
２２
）

『正
蔵
』
第
二
八
巻
五
五
頁
ｂ
～
ｃ

（
２３
）

『
正
蔵
』
第
三
八
巻
五
五
頁
ｃ
～
五
六
頁
ａ

（
２４
）

『
正
蔵
』
第
二
四
巻

一
四
〇
頁
ｃ

（
２５
）

『
正
蔵
』
第

一
二
巻
六
二
〇
頁
ｃ

「
主
師
親
三
徳
」
に
関
し
て
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27  26

「
主
師
親
三
徳
」
に
関
し
て

『
正
蔵
』
第
二
八
巻
八
〇
頁
ａ
～
ｂ

『録
内
啓
蒙
」
上
巻
五
九
〇
頁
の

『報
恩
抄
』
の
題
号
釈
部
分
に
は
、
釈
尊
の
恩
に
報
い
る
と
い
う
意
味
あ
い
に
お
い
て
、

品
釈
の
具
さ
な
引
用
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
主
師
親
三
徳
へ
の
尊
敬
帰
依
の

「実
践
」
と
い
う
面
に
お
い
て
は
、
三
宝

一

恩
と
い
う
形
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
涅
槃
経
』
純
陀

体
た
る
仏

へ
の
報
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